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山

本

愛

三

郎

二

)
前

お

き

ジ
ュ
オ
ル
ジ
ュ、
セ
ル
は
ヂ
ィ
ジ
.
ン
大
學
の
國
際
公
法
の
教
授

・こ
し
て
知
ら
れ
て
居
り
、
從

つ
て
彼
に
は
國
際
法
関
係

の
多
く
の
著

書
が
あ
る
が
、
労
働

法
に
關
す
る
著
作
噛こ
し

て
は
、
私
の
知

つ
て
ゐ
る
範
囲

で
は
表
題
の
二
書
が
あ
る
丈
で
あ
る
。
本
文
は
此
等
五

ヶ
年
の
歴
史

を
間
に
置
い
た
二
書
に
つ
い
て
簡
略
な
紹
介
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

一
九
二
二
年
の
も
の
は
次
の
三
部
か
ら
な

つ
て
ゐ
る
。
即
ち
i

ジ

ユ
オ
ル
ジ

ュ
●
セ
ル

「
…労
一働
法
提
要
』
同

『
榮
働
法
』

(
第
二
巻
第

一
競
)

(
B

一
山
ハ
一
)

一



ジ
ュ
オ
ル
ジ
ュ
・
セ
ル
『
労
働法
提
要
』
同
『
労
働法
」

(第
二
巻
第
一
號
)

へB

一
六
二
)

二

第

一
部
に
於
て
は
、
労
働

法
の

一
般
的
な
特
色
を
探
究
し
て
後
、
年
代
順
に
労
働
立
法
の
発
展
史
を
の
べ
て
、
労
働

法
の
成
長
し

來

君
る
檬
相
を
示
し
、
次
い
で
労
働

法
促
進
の
重
要
な
要
素
・こ
し
て
の
サ
ン
チ
カ
リ
ズ

ム
の
活
動
が
、
法
律
,こ
同
標
の
重
要
性

に
於

て
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
第
二
部
に
於
て
は
先
づ
客
観
法
の
形
式
を
了
解
す
る
た
め
に
労
働
法
に
關
す
る
立
法
作
用

か
論
ぜ
ら
れ
、
次

い
で
労
働

法
の
主
禮
た
る
労
働

者
自
身
に
依
つ
て
客
観
法
が
如
何

に
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
か
,
労
働

者
自
身

の
法
的
地
位
の
創
邉
を
論

じ
、
労
働

界
に
於
け
る
個
人
的
叉
は
集
團
的
紛
事
及
び
そ
れ
を
解
決
す
る
立
法
活
動
に
及
ん
で
ゐ
る
。
第

三
部
に
於
て
は
労
働

法
を

利
用
す
る
所
の
労
働
法
の
圭
罷
を
、
現
實
的
な
人
間
生
活
に
於
て
考
察
し
、
蕾
抽
象
的
に
の
み
労
働

法
を
考
察
す
る
こ
・こ
を
避
け
ん

と
し
て

ゐ
る
。
斯
く
し
て
労
働

者
の
出
生
か
ら
、
職
業
教
育
、
就
職
、
労
働

の
行
使
そ
れ
自
身
、
工
揚

に
於
げ
る
労
働
者
の
法
律
生

活
休
日
、
退
職

に
及
ん
で
ゐ
る
。
(
L
e
 
d
r
o
i
t
 
o
u
v
r
i
e
r
.
 
V
I

)

一
九
二
七
年
の
も
の
は
次
の
二
部
か
ら
な
つ
て
ゐ
る
。 P
r
e
m
i
e
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
:
 
E
v
o
l
u
t
i
o
n
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
d
e
 
I
a
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
.

D
l
e
u
x
.
i
e
m
e
 
p
a
r
t
i
e
 
:
 
L
a
 
v
i
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
o
u
v
r
i
C
r
e
.

そ
の
第

一
部

に
於
て
は
、
労
働

立
法
の
順
次
に
発
展
せ
る
標
相
及
び
時
代
を
異

に
し
て
労
働

立
法
に
影
響
を
及
し
た
多
く
の
因
子

に
つ
い
て
學
ば
な
い
な
ら
ば
、
労
働

法
研
究
者
は
全
罷
的
關
聯

に
於
け
る
討
究
を
不
可
能

に
さ
れ
る
,こ
な
し
て
、
歴
史
的
考
察
を
先



行
せ
し
め
て
ゐ
る
。
進
ん
で
斯
る
背
景
な
き
平
面
的
考
察

は
観
念
の
全
羅
性
を
誤
認
せ
し
め
る
・こ
さ

へ
さ
れ
て
ゐ
る
。
第
二
部

に
於

'

て
は
レ
ア
リ
ス
ト
の
見
地
か
ら
、
労
働

者
及
び
資
本
家

に
依

つ
て
彼
等
の
権
利
が
日
常
如
何
に
行
使
さ
れ

て
ゐ
る
か
を
研
究
す
る
の

で
あ

る
。
次

い
で
労
働

者
の
出
生
よ
り
死
亡
に
至
る
発
展
を
各

々
の
檬
相

.」
從

つ
て
研
究
し
、
労
働

立
法

の
有
効
性
及
び
鋏
鮎
に
つ

い
て
嚴
密
な
印
象
を
與

へ
ん
唱こ
し
て
ゐ
る
。
(
P
r
e
c
i
s
.
 
 
V
I

)

更

に
こ
れ
等

二
つ
の
部
分
の
補
助
部
分
,こ
し
て

「
労
働
立
法
く旨
労
働
の

管
理
」
な
る
章
が
序
文
に
次
い
で
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

斯
く
の
如
く

一
九
二
二
年
の
著
書
,こ
一
九
二
七
年
の
も
の
,こ
を
交
互
に
眺
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
研
究
方
法
、
螢
作
の
目
的
に
於
て

少
し
も
変
る
こ
と

の
な
い
の
を
知
り
得

る
の
で
あ
る
。

(
二
)
労
働

法

研

究

の

態

度

彼
の
労
働

法
研
究
の
際
に
常

に
貫
流
し
て
ゐ
る
方
法
は
何
で
あ

る
か
。
そ
れ
は
先
づ
法
を
法
そ
れ
自
身

に
於
て
考
察
す
る
こ
・こ
に

依

つ
て
完
全
に
把
握
さ
れ
得
る
も
の
,こ
な
さ
ず
し
て
、
法
を
就
曾
関
係

の
法
律
的
表
現

に
過
ぎ
な
い
ーこ
な
し
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
る
。

彼
は

「
一
つ
の

『
立
法
制
度
」
、

一
つ
の
法
は
社
會

に
於
け
る
人
間
関
係

の

一
様
相
を
規
律
す
る
規
定
の
全
髄

以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
。
」

(
P
r
e
c
i
s
.
 
V
.

)

,こ
言
つ
て
ゐ
る
。
斯
く
て
彼
に
依
れ
ば
法
は
社
会
関
係

の
上

に
立
つ
上
部
購
造
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
ヂ

モ
ク
ラ
チ
.
ク
な
多
く
の
學
者
が
「
斯
く
あ
る
べ
き
も
の
」
を
論
ず
る
の
に
反
対
し

、

「
斯
く
あ

る
も
の
」
、
引
い
て
は

「
斯
る

ジ
ユ
オ
ル
ジ
ュ
・
セ
ル
『
労
働法
提
要
」
同

『
労
働法
』

(第
二
巻
第

一號
)

(B

一
六
三
)

三



ジ

ユ
オ
ル
ジ

ユ
・
セ
ル

『
労
働
法
要
提
」
同

『
労
働
法
』

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
B

一
六
四
)

四

が
故

に
必

然

的

に
斯

く

あ

る

も

の
L

を
論

ず

る

の

で
あ

る
。

し

か
し

そ
れ

・こ
て
決

し

て

白

紙

の

如

き

心

を̀

以

つ

て
な

さ
れ

る
の

で

は
な

い
。

二
階

級
対
立

の
社

會

に
於

て

は

一
勢

作

一
筆

稿

必

ら

ず

雨

階

級

の

い
つ

れ

か

の
立
場

か

ら

な

さ
れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。
彼

は
労
働

法

を

「
労
働

者

の

た

め

の

法

」

(℃
審
9
ω●
b9
●)

ε
な

し

た

如

く

に
彼

の
勢

作

を
労
働

者

の

た

め

の

も

の

,こ
な

さ

ん

,こ
し

て

ゐ

る
。

か
く

し

て

「
斯

く
あ

る

も

の
」

に
対
す

る
批

判

が

出

て
來

る
。彼

は
次

の
如

く

ブ

ル
ジ

ア
法
腿

系

の
階

級

性

を

曝

露

し

て

ゐ

る
。

フ
ラ

ソ
ス
革
命
、
人
樺
宣
言
は
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
法
律
思
想
を

一
般
化
し
た
c
そ
の
擁
護
論
者
達
は
、
デ

モ
ク
ラ
シ
イ
に
於
て
階
級
が
あ

つ
て
は
な
ら
な

い
、

一
階
級

の
た
め
に
立
法
し
て
は
な
ら
な
い
、

一
階
級

の
た
め
に
支
配
し
て
は
な
ら
な
い
.
-た
言

ふ
o
し
か
し
現
實
を
見
れ
ば
國
家
及
び
商
人
に
は
特

標
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
擁
護
論
者
は
.
國
家

.
商
人
は
法
律
上

↓
定

の
行
爲
を
な
す
場
合
に
限
り
特
曜
が
あ
り
、
そ

の
他

の
場
合
に
は

一
様
に
平
等
な
も
の
ざ
し
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
ざ
辮
解
ず
る
。
し
か
し
労
働

者
の
人
格
は
行
政
官
吏
及
び
商
人

の
様
に
決
し
て
二
重
に
な
る
こ
ざ
は
な
い
。

彼
は
生
れ
て
死
ぬ
ま
で
労
働
者
ざ
し
て
の
行
爲
し
か
し
な
い
。
斯
し
て
平
等
思
想
は
デ

モ
ク
ラ
シ
イ
の
法
体
系
が
階
級
的
な
ご
さ
を
隠
蔽
す
る
デ

マ
ゴ
ギ

イ
以
外

の
何
物
で
も
な
い
Q
更
に
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
普
通
法
の
法
律
思
想
に
は
今

一
つ
の
ド
グ

マ
が
存

し
て
ゐ
る
o
そ
れ
は
経
済
學
上
の

レ
ツ
セ

・
フ
エ

ー
ル
の
思
想
ざ
平
行
的
関
係

に
あ
る
契
約
自
由

の

原
則
で
あ
る
。

國
家
権
力
の
行
使
は

契
約
の
法
律
的
効
果
を

保
証

す
る
こ
ざ
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
が
故

に
、
生
産
交
換

の
制
度
に
干
渉
ず
る
こ
ざ
は
出
來
な
い
G
同
榛
に
賃
銀
労
働
者
.込
資
本
家
ざ
の
法
律
関
係

に
つ
い
て
も
亦
、
契
約

の

一
般
原
則
を
適
用
す



べ
き
も
の
ざ
な
し
て
ゐ
る
。
更
に
進
ん
で
は
ブ

ル
ジ

ョ
ア
法
体
系

で
は
、
労
働
者
.込
労
働
力
ざ
が
恣
意
的
に
切
離
さ
れ
て
、
労
働
者
自
身
は
賃
貸
借
の
到

象

た
り
得
な
い
ざ
規
定
し
つ
レ
も
、
労
働
者
が
労
働

力
を
他
人

の
使
用
に
置
く
の
を
見
て
は
、
法
律
上
こ
れ
を
賃
貸
借
ご
同

「
親
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
ド
グ

マ
を
有
す
る
個
人
主
義
に
反
し
て
労
働
者
に
は
階
級

ざ
し
て

の
権
利
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
o
か
く
し
て
商
法
、
行
政
法
、
軍
人
法
ざ
同
様

に
、
労
働

法
の
存
在
は
R
a
i
s
o
n
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s

で
あ
る
(
P
r
e
c
i
s
.
 
2
-
3
.
.
)

。

法

は
社

會
関
係

の

部

分

的
表

現

な

る
が

故

に
、

社

會

醐
係

の

推
移
と

共

に
常

に
変
、遷

流
韓

の
姿

を

,こ
る

。
社
會
関
係

の
歴

史

,こ
呼

慮

せ

し

め

た
變
遷

史

を
知

る
こ
と

な

し

に

は

、

全
罷

的

關

聯

に

於

け

る

法

の
把

握

は

不

可
能

た

ら

ざ

る

を
得

な

い

。

そ
れ

故

に
彼

は

薙

に
紹

介

さ

れ

る

二
書

い
つ

れ

に
於

て

も

,
歴
史

を

先
行

さ

せ

、

し

か

も

そ

れ

に

は

全

頁

数

の
半

分

を
與

へ
て

ゐ

る
。

彼

は
更

に
歴
史

を
階

級
闘
争

史

,こ
し

て
眺

め

る
。
労
働

法

の
成

長

史

も
決

し

て

そ
れ

を
超

睨

す

る
も

の

で

は

な

い
。
労
働

階

級

は

闘

争

に

依

つ
て

「
そ

れ

の

た

め

の

法

」
を

戦

ひ

・こ
ら

ね
ば

な

ら

な

か

つ
た
。

斯

く

し

て
彼

は
歴

史

進

展

の
要

素

.こ
し

て
、

學

説

よ

り

も

恩

恵

よ

の

も
労
働

者
自

身

の
勢

力

を
先

づ

第

一
に
塞

げ

て

居

り

、

(
P
r
馗
i
s
.
 
9
.

)

そ

の
組

織

的

勢

力

,こ
し

て

サ

ン
デ

カ

の
運
動

に

論

及

し

、
(
o
u
v
r
i
e
r
 
V
i
.

)

そ

れ

に
特

別

の

章

を

分
與

し

て

ゐ

る

。
更

に
進

ん

で
、
労
働

立

法

が

急

遽

な
飛

躍

を

な
し

た

の

は
、
労
働

階

級

が

レ
ピ

ュ
プ

リ

カ

ン

ーこ
手

を

切

り

、

そ

れ

ーこ
抗
争

す

る

に
及

ん

で

の
事

で
あ

る

、こ
指

摘

し

て

ゐ

る

。
(
P
r
e
c
i
s
.
 
5
7
.

)

し

か

し
な

か

ら
労
働

者
が

如

何

に

「
そ

れ

の

た

め

の

法

」

を
得

ん

,こ
し

て

戦

つ
て

も

,

そ

れ

が

支
配

階

級

で

な

い

以

上
、

或

は
又

ジ

ュ
ォ

ル
ジ

ュ
・
セ
ル

『
労
働
法
提
要
」
同

『
労
働
法
」

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
B

エ
ハ
五
)

五



ジ

ユ
オ

ル
ジ

ュ
・
セ
ル

『
舅
働
法
提
要
」
同

「
労
働
法
』

(
第
二
巻
第

一
號
)

(B

一
六
六
)

六

資

本
主
義

的
社
會
関
係

が

韓

覆

さ
れ

な

い
以

上

、

「
労
働
階

級

の

た

め

の

法

」

も
決

し

て

一
罷

系
と

し

て
現

れ

る
も

の

で

は

な

い
。

彼

は
次

の
…様

に
言

つ

て
ゐ

る
。

ず
べ
て
そ
れ
等
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
し
て
労
働
階
級

に
完
全
な
法
律
的
武
器
を
與

へ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
れ
ば
ブ

ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
は
政
治

権
力

の
排
他
的
把
握
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
ざ

へ
重
農
學
派
が
何
、し
言
は
ふ
ざ
も

、
善
良
な
タ
イ
ラ
ソ
ト
な
さ
有
り
得
な
い
o
特
に
デ

モ
ク
ラ
シ
イ

に
於
て
そ
う
で
あ
る
。

一
階
級
は
、
恰
も
そ
の
良

心
に
合
致
ず
る
か

の
如
く
見
え
る
程

の
生
れ
な
が
ら

の
本
能

に
依
つ
て
、
そ
れ
自
身
の
利
益
に
合
致
ず

る
様

に
立
法
ず
る
。
國
家

の
支
配
階
級
は
必
然
的
に
自
分
自
身
の
た
め
に

の
み
活
動
す
る
・
ア

ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
に
し
て
も
同
様
で
、
彼
等
は
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
独
裁
を
や
り
、
現
存
立
法
制
度
を
、
來
る
べ
き
結
果
ざ
可
能
性
な
考
慮
す
る
こ
ざ
な
し
に
、
そ
の
俳
他
的
直
接
的
利
益

の
た
め
に
轄
覆
す
る
。
斯
く

し
て
ボ
〃
シ
エ
ビ
ッ
キ
イ
は

ロ
シ
ヤ
の
経
済
的
擢
力
を
破
壊
し
た

(
〇
二
く
臨
巽
●
目
G。
.)
。

な

る
程
現

在

フ
ラ

ン
ス
は

「
労
働
法

典

」

を
持

ち

合

せ
て

ゐ

る
。

し

か

し

法
典

,こ
見

え

て

も
、
単
に

集

め
ら

れ

た

も

の

、

外

見

上

法

典

・こ
見

え

る

も

の

に
過

ぎ

な

い
。

そ

れ

は

日
を

追

ふ
て

制

定

さ
れ

た

所

の
、

又

他

の

法
律

中

に
散

在

し

て

ゐ

る
所

の
、

し

か
も

多

く

の
場
合

暫

定

的

な

る

無
数

の
労
働

立

法

的

諸

規

定

を

一
つ

の
も

の

に
集

め

た

に
過

ぎ

な

い

、

し

か

も
該

委

員

會

は
新

し

い
規

定

を

少

し
も

加

へ
ず

に
、

又

現

存

の
法

の
明

文

を
変
更

す

る
こ
と

な

し

に
、
編

纂

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

つ
た

。

而

し

て
該

委

員

會

が

四

年

間

か

か

つ

て
起

草

し

た

も

の
が

、

そ
の

ま

ま
政

府

案
と

な

つ
て

今

日

施
行

さ

れ

て

ゐ

る
。

(
勺
目
①
O
一ω●
G●
1
劇
●)

か
く

の
如

く
し

て
現

行
労
働

法

は
労
働

階

級

が

そ
の
勢

力

を

増

大

す

る
こ
と

に
依

つ
て
戦

q

こ

つ
た
も

の
で

あ

る

・こ
同

時

に
、

又



一
方
プ

ル
ジ
.
ア
ジ
ー

の
法
襲
系
の
中
に
編
み
込
ま
れ
て
ゐ
る
が
故

に
、
労
働

者
の
立
場

か
ら
は
。
多
く
の
鮎
に
於
て
不
完
全
な
も

の
ーこ
な
つ
て
現
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
は
労
働
階
級
か
長

い
間
の
圖
争
に
依
つ
て
得
た
労
働

法

」
も
叉
批
判
の
眼
を
向
け
る

の
で
あ
る
。
特
に
最
も
重
要
な
攻
撃
貼
と
な

つ
て
ゐ
る
の
は
階
級
権

の
否
定
、
個
人
主
義
で
あ
る
(
o
u
v
r
i
e
r
.
 
1
-
1
4
.

)。

(
三
)
労
働

法

の

史

的

獲

展

次
い
で
労
働

階
級
は
如
何
に

「
労
働
者
の
た
め
の
法
」
を
克
ち
,こ
ら
ん
・こ
し
て
戦
つ
て
來
た
か
・こ
言

ふ
彼

の
労
働

法
研
究
の
最
も

特
色
あ
る
部
分
の
内
容
に
移
ら
う
。
而
し
て
叉
こ
れ
は
P
r
e
c
i
s
の
第
二
部
、
O
u
v
r
i
e
r
の
二
部
、

三
部
,こ
完
全
に
結
合
し
て
一
體

,こ
な
る
も
の
な
る
が
故
に

(
p
r
e
c
i
s
.
 
V
T
.

)、
同
時
に
そ
れ
を
も
要
約
し
て
説
明
す
る
こ
と
に

す
る
。

フ
ラ
ン
ス
労
働
法
史
を
研
究
す
る
者
は
屡
々
フ
ラ

ン
ス
大
革
命
に
か
叉

一
八
四
八
年
の
革
命
に
遡
る
こ
と

を
主
張
す
る
。
成
る
程

コ

七
八
九
年
に
立
法
上
の
諸
原
則
が
確
立
さ
れ
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
我
々
の
法
律
制
度
の
根
本
を
な
し

て
ゐ
る
し
、
労
働

者
の
た

め
に
國
家
権
力
が
干
渉
を
行
ひ
始
め
た
の
は
、

一
八
四
〇
五
ー

○
年
で
あ
る
、
し
か
し

一
七
八
九
年
の
同
業
組
合
制
に
獄
す
る
反

動

も

、

一
八

四

八

年

の

契

約

自

由

の

原

則

に
対
す

る

反

動

も

,

立

法

者

の
膓

髄

か

ら
割

出

さ
れ

た
社

會

的

構

成

,、旨
し

て
、

過

去

,、
}
全

然

縄

縁

さ
れ

た

も

の

・こ
し

て

、
眺

め

る
こ
と

は
出

來

な

い

。
紆

絵

曲

折

す

る
進

化

中

の

一
飛

躍

に
す

ぎ

な

い
L

(
　

)
。
斯

く

し

て
彼

は

ア

ン

シ

ア

ン

・
レ
ヂ

ー

ム
を

一
七

八
九

年

の
、

換

言

す

れ

ば

プ

ル
ジ

ア
法

の
誕

塩

の
先

行

條

件

.こ
し

て
考

察

す

る
。

ジ

ユ
オ
ル
ジ

ュ
●
セ
ル

『
労
働
法
提
要
」
同

『
労
働
法
」

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
B

一
六
七
)

七



ジ
ユ
オ
ル
ジ
ユ
・
セ
ル
『勇
働
法
提
要
』
同

「舅
働
法
』

(第
二
巻
第
一
號
)

(B

一六
八
)

八

ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ヂ
ー
ム
で
支
配
的
な
制
度
は
同
業
組
合
制
で
あ
る
、
同
業
組
合
制
の
本
質
は
、
組
合
,
規
律
、
獨
占

で
あ

る
。

か
か
る
制
度
は
二
つ
の
見
地
か
ら
國
王
の
奨
勒
す
る
所
,こ
な

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
國
王
の
財
政
的
見
地
ご
階
級
制
度
を
保
詮
す
る
見

地
と

で
あ
る

(
　

)。
し
か
し
同
業
組
合
制
の

他
に
マ
ニ
ュ
フ
。
ク
チ
ュ
ア
制
も
あ
る
。

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
野
す
る
免

許
状
の
附
與
も
亦
、
地
方
的
競
雫
・の
排
除
と

工
業
圭
の
利
益

噛こ
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
独
占

の
働
き
を

な
す
こ
と

は
言

ふ
ま
で
も
な
い
。
而
し
て
個
人
経
営

の
可
能
性
は
規
律
を
嚴
酷
な
も
の
・こ
な
し
て
ゐ
た

(
　

)。

し
か
し
そ
の
特
権
　的
制
度
は
い
つ
ま
で
も
生
産
力
発
展

の
拘
束
,こ
な
る
こ
と
な
し
に
は
濟
さ
れ
な
い

(
　

)。

同
業
組
合

制
、

マ
一一
ユ
フ
。
ク
チ
ュ
ア
は
そ
の
規
律
の
嚴
格
な
る
S
、
獨
占
的
な
る
ε
よ
の
し
て
、
潰
費
及
び
生
産
の
獲

展
の
障
害
,こ
な
る
に
至

つ

た
。
そ
れ
故

に
一
七
九

一
年
三
月
二
i

一
七
日
の
命
令
は
同
業
組
合
、
マ
ニ
ュ
フ
。
ク
チ
ュ
ァ
を
禁
止
し
た
。
而
し
て

「産
業
上
の
新
制

度
は
そ
れ
自
身
に
よ
り
適
合
し
た
根
本
制
度
即
ち
憲
法
的
基
礎
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
(
　

)。
即
ち
入
権
宣
言

に
よ

り

一
七
九

一
年
に

「
最
早
、
國
民
の
如
何
な
る
部
分
に
対
し

て
も
、
如
何
な
る
個
人
に
対
し
て
も
、
特
権

も
な
け
れ
ば
、又
、
全

フ
ラ

ン
ス
人
が
普
通
法
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
最
早
、
技
術
及
び
職
業
に
依
る
職
工
組
合
も
,
同
業
組
合
も
あ
つ
て
は
な
ら
な

い
。
」
(
　

)。
と
布
告
し
た
。
こ
れ
は
労
働
自
由
の
確
立
で
あ
る
。
労
働

自
由
を
分
析
し
て
見
れ
ば
企
業
設
立
の
自
由
,
就

職
の
自
由
で
あ
る
。
噛雇
主
は
契
約

に
依
つ
て
制
限
さ
れ
ざ
る
限
り
、
恣
意
的
に
労
働

方
法
を
決
定
す
る
自
由
を
有
す
る
。
更
に
重
要



な
る
の
は
契
約
の
自
由
で
あ
る
。
契
約
の
自
由
は
労
働
契
約
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
生
産
資
料
及
び
崖
産
物
の
売
却
、
購
入
、
蓮
輸

の
自
由
を
包
含
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
自
由
こ
そ
新
制
度
・こ
言
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
新
制
度
が
生
産
力
獲
展
の
辮
謹
法
的

蹄
結
で
あ
る
以
上
、
奴
隷
な
き
自
宙
競
争
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
労
働
者
,こ
労
働
力
と
を
切
幻
離
し
、
労
働

者
自
身
は
費

買
の
対
象

た
り
得
な
い
,こ
な
し
た
の
で
あ
る
。
民
法
典

一
七
八
〇
條

に
も
、
革
命
三
年
の
憲
法
十
五
條

に
も

「
何
人
も
そ
の
絵
暇
及

び
労
働

力
の
提
供
の
契
約
を
な
す
こ
、こ
を
得
.
し
か
し
自
分
自
身
を
責
り
、
叉
、
他
人
を
費
る
を
得
ず
。
人
格

は
譲
渡
し
得
べ
き
所

有
物
な
ら
ず
。
」
と
言
つ
て
ゐ
る
(
P
r
e
c
i
s
.
 
2
0
 
 
�
 
2
1
.
)

。

こ
れ
ら
の
自
由
の
原
則
は
永
久
の
眞
理
た
の
得
る
も
の
で
は
な
く
、
矛
盾
な
く
し
て
は
す
ま
さ
れ
な
い
。

一
七
九

一
年
六
月

一
四

ー

一
七
日
の

「
シ
ャプ
リ
エ
法
」

(
L
o
i
 
L
e
 
C
h
a
p
e
I
i
e
r

)
以
來
、
そ
れ
は
歴
史
の
必
然
の
流
れ
に
対
す
る
反
動
で
あ
る
こ
と
を
公
表

せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
シ
ャ
プ
リ
エ
法
は
職
業
的
組
合
を
禁
止
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
階
級
的
結
合

は
人
間
的
活
動
必
然
の
結

'

果
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
職
業
的
組
合
を
禁
じ
て
個
人
的
自
由
を
守
ら
う
ーこ
す
る
こ
と

は
、
個
人
的
自
由
の
概
念
を
し
て
強
制
的
孤
立

の
概
念
,こ
な
す
こ
と

で
し
か
な
い

(
P
r
e
c
i
s
.
 
2
2
-
2
3

)
。

「
自
由
思
想
の
悪
化
は
平
等
思
想
の
悪
化
に
導
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
時
代
の
立
法
家
は
、
法
の
圭
膣

は
、
彼
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ

る
法
律
上
の
梅
利
を
自
由
に
利
用
し
得
る
、丈
の
経
済

平
等
を
有
し
な
い
・こ
す
れ
ば
,法
律
的
平
等
も
有
し
得
な
い
ーこ
い
ふ
こ
と
を
知

ジ
ユ
オ
ル
ジ
ユ
・
セ
ル
『
労
働法
提
要
」
同

『
労
働法
」

(第
二
巻
第
一號
)

(B

一
六
九
)

九



ジ

ユ
オ

ル
ジ

ユ
●
セ
ル

「
労
働
法
提
要
」
同

「
㎝労
働
法
』

(第

二
巻
第

一
號
)

(
B

一
七
〇
)

一
〇

ら

な

か

つ
た

。
」
P
r
e
c
i
s
.
 
2
3
-
2
4
.

)
。

そ

れ

の

み

な

ら
ず

「
ア

ン
シ

ア

ン

・
レ
ヂ

ー

ム
の
労
働
関
係

法

規

の

時

代

思

潮

を
示

す

に
足

る
特

色
1
-
i
警

察

的

な

こ

ミ

は
、

新

制

度

の
下

に
墾
革

さ

れ

る
さ

こ
ろ

か

、

却

つ

て
反
対

に
よ

り

強

く

現

れ

て

ゐ

る
。

」
(
勺
..
。
す

b。

劇
-
鍔

)
。

即

ち

、
同

盟

,こ

ス
ト

ラ

イ

キ

は

ア

ン

シ

ア

ン

・
レ
ヂ

ー

ム
ーこ
同
様

に
弊

歴

さ

れ

て

ゐ

る

。

そ

の
例

を
墨

ぐ

れ

ば

い
く

ら
で

も

あ

る
。

一
七

九

一
年

⊥
ハ
月

一
四
-

一
七

日

の

命

令

に
も

.
革

命

十

一
年

の

法
律

た

る
L
o
i
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
s
,
 
f
a
b
r
i

q
u
e
s
 
e
t
 
a
t
e
l
i
e
r
s

に

も

見

る

こ

・こ
が

出

來

る
。

ナ
ポ

レ
オ

ン
法

典

に
到

つ
て

は
労
働

契
約

を
賃

貸

借

ε

な

し
、

刑

法

典

は
集

曾
を

禁

止

し

て

ゐ

る
(
　

)
。

一
方

蒸

氣

、

紡

績

機

、

自

動

織

物

機

の
利

用

が

一
般
化

す

る

に

つ
れ

て
大

工

業

は
漸

次

嚢

達

し

た
。

こ

の

物

的
繁

榮

の
社
會

的
結

果

は

何

で
あ

る

か
。

そ
れ

は

第

一
に
労
働

階

級

の
人

口
的

増

大

で
あ

り
、

次

ぎ

に
労
働

者

の
地

位

の
低

下

で

あ

り
、

更

に
婦

人

,

少

年

の
組

織

的
搾

取

で
あ

る

。
労
働

者
間

の
競

争

は
増

大

す

る
労
働

時
間

は

十
七

ー

十

八

時

間

に
延

長

さ

れ
、

時
と

し

て

は

二

四
時

間

休

ま

な

い
こ
と

さ

へ
あ

り

、
夜

間
労
働

は

一
般

の

原
則
と

さ
れ

、

休

日

の
規

定

な
ぞ

勿
論

孤
く

、
衙

生

・こ
保
険

は

無

硯

さ

れ

た
。

斯

し

て

モ
ナ

ー

キ
イ

に
獄

す

る
労
働

階

級

の

反
抗

心

が

起

つ
た
(
℃
「
①
O一ω●
卜9
り
l
GQ
μ
)
。

し

か

し

「
労
働

者

は
彼

等

孤

立

で

は
王

國

を
輔

覆

す

る
こ
と

は

出

來

な

か

つ
た

。

彼

等

は
或

は
熱

情

的

な

、
或

は
打

算

的

な

同

盟

者

を

必

要

,こ
し

π
。

そ
れ

は

ル
イ

.
フ
ィ
リ
。
プ

の
政

府

に

反
抗

し

て
起

つ
た

ブ

ル
ジ

.
ア
ジ

ー

、
共

和

主
義

者

、

ボ

ナ
パ

ル
ト
主

義

者

で
あ

つ
た

。

」

(
℃
目O
O
一ω●
G㊤
㎝
●)
。

そ
し

て

此

事

は

一
八

四



八

年

の
革

命

を

し

て

プ

ル
ジ

.
ア
ジ

ー

の
物

た

ら

し

め

た
こ
と

は

い

ふ

ま
で

も

な

い
。

労
働

者

は
こ

の
革

命

に
依

つ
て
多

く

の
堰

利

を
與

へ
ら

れ

た
。

臨

時
政

府

は

「
即

坐

に
労
働

の
組

織

を
な

せ
!

即

坐

に
労
働

に
關

し

て

立

法

せ

よ
!

ム
、
れ

こ

そ
民

衆

の

意

思
だ

。

民

衆

は
待

ち

受

け

て
ゐ

る
の

だ

。

」

(
P
r
e
c
i
s
.
 
3
6

)

の
通

知

を
受

け

て
直

ち

に

そ
れ

に
從

は

ね

ば
な

ら

な

か

つ
た

。

一
八

四
八

年

二
五
ー

二

九

日

の

命

令

は
労
働

に
關

す

る
法
律

の

詞

定

を
承

認

し
、

無

制
限

の
労
働

組

合
権

を
與

へ
た
。

時

恰

も

恐

慌

時

に

し

て
労
働

階

級

の
悲
惨

は

増

大

し
、

事

業
休

止

は
頻
発
し

た
。

そ
れ

故

に

『
國

管

工
場

」

(
A

t
e
l
i
e
r
s
 
N
a
t
i
o
n
a
u
x

)
が

建

設

さ
れ

た
。

一
八

四

八
年

三
月

二
1

四

日
の
命

令

は
労
働

時

間

を

パ
リ

で

は

從

來

一

一
時

間

の

も

の
を

一
〇

時

閥

に
,

地

方

で

は

一
二

時

間

の
も

の

を

一

一
時
間

に
縮

少

し

た

(
勺
居
⑦
O凶ω・
G㊤
⑦
ー
㏄
刈
。)
。

少

年
労
働
時
間

は

一
八

四

一
年

三
月

一
二
日

の
法

律

に
依

つ
て

、

八
歳

以

下

の

少

年

は
雇

傭

禁

止

,
●
九
歳

よ
り

=

歳

ま

で

は

一
日
九

時

間

、

一
二
歳

か

ら

一
七

歳

ま

で

は

一
日

一
二

時

間

,こ
さ

れ

て

ゐ

た
(
P
r
e
c
i
s
.
 
3
2
�
 
3
4
.

。
ど

。

し

か

し
革

命

の

プ

ル
ジ

ア
性

は

次

第

に
露

骨

に

な

り
始

め

た
。

カ

ベ

イ

ニ

ャ
ッ
ク
時

代

に
及

ん

で

は
労
働

に
關

す

る
立
法

規

定

は
次

第

に
慶

除

さ
れ

始

め
、

一
八

五

一
年

以

來

は
労
働

時

間

は
現

實

的

に

は
法

律

上

の

制
限

を
越

え
て

ゐ

る

の

に
黙

許

さ

れ

て

ゐ

た
。
労
働

組

合

擢

も

同

盟

構

も
相

次

い

で
禁

止

さ
れ

た
。

た

だ
労
働

者

が

こ
の

間

得

に

た

も

の

は

、
王

統

派

・こ
ヵ
ベ

イ

ニ
ャ
ッ
グ
,こ
の
紛

争

の

間

に
、

後

者
が
労
働

者
誘

引

の

た

め

に
な

し

た
所

の
普

選

標

だ

け

で
あ

つ
た

(勺
一.α
6
凶ω

こ⇔
O
ー
蔭
』り
・)
o

ジ

ユ
オ
ル
ジ

ュ
●
セ
ル

『
労
働
法
提
要
』
同

『
労
働
法
』

(第

二
巻
第

一
號
)

(
B

一
七

一
)

一
一



ジ
ユ
オ
ル
ジ
ユ
●
セ
ル
『
労
働法
提
要
」
同

「
労
働法
』

(第
二
巻
第
一
號
)

(B

噌
七
二
)

一
二

次
い
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
第
二
帝
政
時
代
か
來
た
,
帝
政
は
常

に
財
政
的
見
地
か
ら
プ
ル
ジ
ア
ジ
ー

に
味
方
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

(
　

)。
そ
れ
故
に
㌧

八
五
三
年
に
は
曹
選
梅
は
奪
は
れ
、

一
八
四
八
年
三
月
二
八
日
の
命
令
が
設
置
し
た
所
の
労
務

調
、停
委
員
曾

(
P
r
u
d
'
h
o
m
m
e
s

-
労
働

者
に
依

つ
て
資
本
家
委
員
を
、
資
本
家
に
依
つ
て
労
働

者
委
員

を
選
挙
す
る
も
の
)
は
、

多
く
の
労
働

者
か
ら
選
挙
権

を
奪
ふ
ご
ーこ
に
依
つ
て
恣
意
的
な
設
備
ミ
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

一
八
五
四
年
六
月
二
二
日
の
謹
明
書
法

(
L
o
i
 
d
e
s
 
L
i
v
r
e
t
s

)
は
男
女
の
劉
な
く
労
働

者
は
謹
明
書
が
必
要
で
あ
る
,こ
な
し
て
警
察
権

を
櫨
大
し
た

(
　

)。

こ
こ
に
同
明
盤
確
が
再
度
問
題
と

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

つ
た
。
何
故
な
れ
ば

一
八
六
二
年
の
印
刷
工
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い
て

裁
判
所
は
そ
れ
を
罰
せ
ん
ーこ
し
、
輿
論

は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
是
認
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
印
刷
工
を
寛
容
し
た
か
ら
で
あ
る
。

一
八

六
四
年
五
月
二
五
日
の
法
律
に
依

つ
て
同
盟
権
が

一
懸
確
認
さ
れ
た
様
に
見
え
た
。
し
か
し
そ
れ
は
他
の
新
な
犯
罪
規
定
に
依

つ
て

置
き
換

へ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
か

つ
た
。
何
故
な
れ
ば
、

同
盟
の
目
的

は

ス
ト
ラ
イ
土
,で
あ
り
、

法
律
は
同
盟
の
た
め
に
脅
迫
、

詐

欺
,
暴
行
の
手
段
を
用
ひ
る
こ
と
を
得
ず

・こ
な
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
な
く
し
て
は
,こ
う
し
て
も
ス
ト
ラ
イ

キ
に
獲
展
し
て
行
く
こ
と

が
出
來
な
い
か
ら
で
あ
る
。
擁
護
論
潜
は

「
労
働
の
自
由
の
原
則
を
破

る
」
,こ
い
ふ
口
實
を
設
け
る
が
、

そ
れ
は
口
實
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い

(
P
r
e
c
i
s
.
 
4
6
 
�
4
8
.

)。

一
八
六
⊥ハ
年
に
は
組
合
権
が

再
度
問
題
・こ
さ
れ
始
め
、

一
八
六
八
年
六
月
六
-

一
〇
日
の
法
律

は
、
市
町
村
の
住
民
七
人
の
サ
イ
ン
を
有
し
、
秩
序
を
颯
す
場
合

及
び
政
治
的
叉
は
宗
教
的
問
題
に
携
る
場
合
に
は
行
政
官
吏

は
直



に
解

散

を

命

じ

得

る

,こ
な

し

て
,

組

今
樫

を
認

め

る

に
至

つ
た

(
津
9
す

劇
鉾
)
。

一
八

七

〇

年
-

七

一
年

の

戦

事

に
於

て

パ

リ
・
コ

ン
ミ

ュ
ン
の
活

動

は
花

々
し

か

つ

た
。

そ
れ

は
経
済

的

因

子

の
影

響

に

よ

り
甚

し

く
革

命

的
性

質

を

帯

び

て

ゐ

た

。

し

か

し

未

だ
労
働

者
と

資

本

家

の
対
立

は

そ

の
頃

ま

で

意
識

的

で

は
な

か

つ
た

。
労
働

者

は
社

會

主
義

者

、

共

和

主
義

者
、

イ

ン
テ

リ
群

に
依

つ
て
混

然

,こ
指
導

さ

れ

た

。

か

く

て

パ

リ
。
コ

ン
ミ

ュ
ン

は
失
敗

し

た
が

、

そ

の
経

験

は
無
駄

で

は
な

か

つ
た
。

又
戦

争

中
労
働

大
衆

の
愛

國

的

で
あ

つ

た
こ
と

は

、
ブ

ル
ジ

.
ア
ジ

ー

を

し

て

そ

の
報

酬

を

な

さ

し

め

る

に

充

分

で

あ

つ
た

(中

a

ωも

。。
よ

吟
●)
Q

パ

リ
・
コ

ン
ミ

ュ
ン
の
経

験

は
、

既

に
普

及

さ

れ

た
プ

ロ

レ
タ

リ

ア
ー

ト
の

指
導

理
論

た

る
プ

ル
ゥ
ド

ン
主
義

、

マ

ル

ク

ス
主

義

、

國

家
就

曾

主
義

(
ラ

サ
ー

ル
の
道

徳

的

國
家
社
會
主
義

)

の
思

想

、こ
相

侯

つ
て

、
今

ま

で

プ

ル
ジ
.
ア
共

和
主

義

者
と

一
團

,こ
な

つ
て

活

動

し

て

ゐ

た
プ

・
レ
タ

リ

ア
ー

ト
を

し

て

、
ブ

ル
ジ

ア

ジ

ー

に
対
抗

し

て
起

た
し

め

る

に
至

つ

た
。

「
最

早
労
働

階

級

は
ブ

ル
ジ

.

ア
ジ

ー

を

信

じ

な

く

な

つ
た

の
で

あ

る
。

」

(
勺
同O
O
一ω.
α
刈
●)
。

第

三
共

和

國

は
斯

る
労
働

者

の
心

理

ε

共

和
主

義

者

の
反
動

的

政

策

の

中

に
幼

少

の
歩

み

を
綾

け

る

の
で
あ

る
。

而

し

て
又

こ

の
こ
と

は

一
七

八

九

年

の
自
由
と

平
等

を
法

的
抽

象

に
よ

つ
て
保

護

す

る
思

想

を

一
変
せ

し

め
、
経
済

的

平
等

,こ
現

實

の
自

由

を
實

現

す

る
傾

向

に
移

ら

し

め

た
。

こ
れ

よ

り

非

干
渉

主

義

よ
り

干
渉

主
義

へ
の

韓

向

が

始

ま

つ

た

の
で

あ

る

(
℃
同
?
⇔凶りo●
劇
α
ー
O
b9
●)
。

ジ

ユ
オ

ル
ジ

ュ
・
セ
ル

『
労
働
法
提
要
」
同

『
労
働
法
」

(
第
二
谷
第

一
號
)

(
B

一
七
三
)

=
二



ジ
ユ
オ
ル
ジ
ユ
●
セ
ル
「
労
働法
提
要
」
同

『
労
働法
』

(第
二
巻
第
一
號
)

(B

一
七
四
)

一
四

労
働

組
合
法

に
つ
い
て
は
此

の
頃
三
つ
の
思
潮
が
あ
つ
た
。
そ
の

一
つ
は
カ
ト
リ
.
ク
主
義
で
、
労
働
組

合
反
対

,こ
ま
で
行
か
な
く

ーこ
も
,
協
調
的
な
組
合
に
の
み
特
権

を
與

へ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
第
二
は
こ
れ
,こ
正
反
野

の
立
場
に
あ
る
労
働
階
級

の
意
見
で

あ

つ
た
、
そ
れ
は
労
働

者
の
み
の
組
合
、
そ
し
て
階
級
組
織
に
ま
で
礎
展
し
う
る
組
合
、
同

一
職
業
,
叉

は
産
業
に
驕
す
る
労
働

者

の
全
部
に
つ
い
て
強
制
的
な
組
合
を
認
め
ん
,こ
す
る
も

の
で
あ
る
。
第
三
は
政
府
及
び
多
数

の
意
見
で
そ
れ
は
前
二
者
と
全
然
異
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
組
合
で
も
許
す
が
、
そ
れ
を
経
済
闘
孚

の
範
囲
に
,こ
さ
め
ん
.こ
す
る
も

の
で
あ
る
。

「
政
府
及
び

多
数
の
意
見
は
全
然
別

の
も
の
で
あ

つ
た
。
そ
れ
等
の
人

々
が
建
設
せ
ん
ーこ
欲
し
た
の
は
新
し
い
、
そ
し

て
又
特
権

を
有
す
る
同
業

組
合
制
で
も
な
け
れ
ば
、
労
働

階
級

の
自
主
、
自
治
的
な
組
織
で
も
な
か
つ
た
。
組
合
に
存
在

の
権
利
を
與

へ
つ
つ
、
彼
等
が
完
成

せ
ん
ーこ
し
た
も
の
は
労
働

の
自
由
で
あ

つ
た
。
た
だ
そ
の
自
由
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
認
め
た
様
な
自
由
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
総
て

の
意
思
表
示
に
於
け
る
自
由
で
あ

つ
た
。
組
合
の
自
由
は
意
思
表
示
に
於
け
る
自
由

の
一
つ
の
本
質
的
な
形
式
で
あ
る
。
且
つ
こ
の

権
能
は
依
然
,こ
し
て
個
人
主
義
的
で
な
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
絡
て
の
労
働
者
は
組
合
を
利
用
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
加
入
し

よ
う
が
組
合

の
外
部
に
ミ
ご
ま
ら
う
が
、
氣
に
入
つ
た
時
い

つ
で
も
脱
退
し
よ
う
が
、
都
合
さ

へ
よ
け
れ
ば
・こ
ん
な
労
働

組
合
に
加

入
し
よ
う
が
自
由
で
あ
る
。
組
合
の
多
様
性
に
は
何
等

の
制
限
も
な
い
。
そ
れ
等
は
絡
て
平
等
の
権
利
を
有
し
て
ゐ
る
。
」
(
L
e
 
d
r
o
i
t

o
u
v
r
i
e
r
,
 
 
4
9
-
-
-
5
0
.

)

o



一
八
八
四
年
五
月
二

【
日
労
働

組
合
法
は
途
に
公
布
さ
れ
た
。
ワ
ル
デ
ッ
ク
・
ル
ッ
ソ
ウ
に
依
れ
ば
該
法
律
は
労
働
,こ
資
本
の
間
の

均
衡
を
保
た
し
め
る
も
の
で
あ
り
、

一
七
八
九
年

の
目
由
、
平
等

の
思
想
を
實
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
中
に
は
誤
謬
が

あ
る
。
そ
れ
は
組
合
は
協
調
よ
り
も
圖
争
を
本
質
ミ
す
る
こ
と

に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
實
を
見
れ
ば
労
働
階
級
は
該
法
律
を
し
て
政

治
的
闘
争

手
段
,こ
社
會
的
闘
事
手
段
く」
の
結
合
・こ
考

へ
,
政
府
は
、
ワ
ル
デ
.
ク
・
ル
。
ソ
ウ
,こ
同
様
に
、
自

由
主
義

の
現
れ
で
あ
る

.こ
解
し
た
の
で
あ
る

(
P
r
e
c
i
s
.
 
5
8
-
6
4
.

)
・

一
八
九
〇
年
七
月
二
日
の
法
律

に
依

つ
て
、
諦
明
書
法

(
L
o
i
 
d
e
s
 
L
i
v
r
e
t
s

)
は
取
り
除
か
れ
、

一
八
九
〇
年

一
二
月
二
七
日
の

法
律
は
民
法
典

一
七
八
〇
條

の
不
便
を
改
正
し
た
。
何
故
な
れ
ば
そ
れ
に
依
れ
ば
被
傭
者
は
忽
然
,こ
解
雇

さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

一
八
九
〇
年
七
月
八
日
の
法
律
は
少
年
労
働

の
安
全
の
た
め
の
委
員
を
選
基
せ
し
め
た
。

一
八
九

二
年

一
一
月
二
日
の
法

律
は
少
年
婦
人
労
働

の
俣
護
を
、

一
八
七

一
年
及
び
七
四
年
の
法
律
に
倣

つ
て
確
立
し
た
。

一
八
九
二
年

一
二
月
二
七
日
に
は
和
解

及
び
仲
裁
に
關
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、

一
八
九
三
年
六
月
十
二
日
の
法
律

は
少
年
婦
人
労
働

の
保
護
を

一
般
化
し
た
。
更
に
特
筆

す
べ
き
は

一
八
九
八
年
三
月
九
日
の
法
律
で
あ
る
。
そ
れ
は
労
働

事
故
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
し
て
法
律
上
の
思
想

の
憂
革
を
よ
わ
明
ら
か
に
認
め
る
こ
と
が
出
來
る
。
何
故
な
れ
ば
普
通
法
に
依
れ
ば
過
失
あ
る
場
合
に
の
み
雇
主
に
責
任
が
あ
る
,こ

さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
さ
も
、

一
八
九
八
年

の
法
律
は
企
業
そ
の
も

の
に
危
険
性
が
あ
る
ーこ
し
て
、
常
に
雇
主

に
責
任
を
賢
は
し
め
て
ゐ

ジ
ユ
オ
ル
ジ
ユ
・
セ
ル
『
労
働法
提
要
」
同

『
労
働法
』

(第
二
巻
第
一
號
)

(B

一
七
五
)

一
五



ジ
ユ
オ
ル
ジ
ユ
●
セ
ル
『
労
働法
提
要
」
同

『舅
働
法
』

(第
二
巻
第

=
號
)

(B

一
七
六
)

エ
ハ

る
。

一
八
九
八
年
に
労
働
階
級
は
モ
ウ

一
つ
の
利
益
を
得
た
。

そ
れ
は
ド
レ
フ
ユ
ー

ス
事
件
に
依
つ
て
混
乱
し
た
選
挙

に
際
し
て
、

ミ
ル
ラ
ン
が
入
閣
し
て
大
い
に
社
會
事
業
を
行
つ
た
こ
と

で
あ
る
。

一
九
〇
〇
年
九
月

一
七
日
の
命
令
は
労
働

に
關
す
る
地
方
會
議

(
L
e
s
 
 
C
o
n
s
e
i
I
s
 
r
e
g
i
o
n
a
u
x

)
を
創
設
し
た
。
そ
れ
は
最
初
同
数

の
委
員
を
労
働
と

資
本
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
選
挙

す
る
こ
・こ
に
な

つ
て

ゐ
た
が
、

一
九
〇
八
年
七
月

一
七
日
の
法
律
は
、
組
織
労
働

者
、
未
組
織
労
働

者
に
拘
ら
ず
、
労
働
階
級
か
ら
の
み
委
員
を
選
挙

せ

し
め
る
に
至
り
、
純
粋

の
相
談
機
關
と
な
つ
た
。

一
九
〇
四
年
に
は
労
働
時
間
は

一
〇
時
間
と

さ
れ
た
。

一
九
〇
六
年
七
月

二
二
日

の
法
律
は
日
曜
日
の
週
休
制
を
確
立
し
、

一
九
〇
七
年
三
月
二
七
日
の
法
律
は
労
務
調
停
委
員
會
制
が
制
限
選
挙

に
よ
り
全
然
無
意

味
有
害
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
の
を
改
正
し
、
更

に
婦
人
選
挙
権

を
も
與

へ
て
ゐ
る
。
社
會

的
豫
防
、
退
職

に
つ
い
て
も
保
護
規
定

が
設
け
ら
れ
る
様
に
な

つ
た

(
P
r
e
c
i
s
.
 
6
4
-
8
0
.

)
。
徒
弟
制
度
は
現
代
的
産
業
の
獲
展
に
依

つ
て
奮
時
の
遺
物
・こ
な
り
、
新

し
い
産

業
制
度
の
下
に
於
て
は
螢
鋤
の
単
純
化
,こ
共
に
長
期
の
徒
弟
的
職
業
修
得

の
必
要
は
な
く
な
り
,
職
業
教
育

の
施
設
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
更

に
就
職

に
つ
い
て
は

一
九
〇
四
年

に
職
業
紹
介
法
が
問
題
,こ
な

つ
た
が
、
上
院

の
反
対

に
よ
つ
て
、
不

充
分
に
し
か
行
は
れ
な
か
つ
た

(
P
r
e
c
i
s
.
 
1
6
3
-
1
6
7
.

)。

次
い
で
研
究
す
べ
き
は
労
働
契
約
で
あ
る
。
勢
資

の
対
立
は
契
約
自
由

の
原
則
を
も
変
革

せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

つ
た
。
労
働

契
約

に
於
て
は
何
等
自
由
は
な
い
。
そ
れ
は
國
家

の
政
策
が
干
渉
主
義

に
移

る
に
つ
れ
て
、
國
家
の
法
律

に
依

つ
て
定
め
ら
れ
た
規
定

に



服
す
る
契
約
.こ
な
つ
て
來
た
が
,
更

に

一
方
に
於
て

「
工
場
規
則
に
に
よ
の
資
本
家
の
恣
意
的
規
律
に
し
た
が
ふ
契
約
.、一解
す
る
こ

,迄
も
出
來
る
様
に
な
つ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
政
府
は
依
然
,こ
し
て
労
働

契
約
を
契
約
自
由
の
原
則
に
從

ふ
も
の
,こ
解
せ
ん
,こ
し
て

ゐ
る
。
労
働

法
典
が
指
示
す
る
契
約

の
概
念
も
不
充
分
に
し
か
適
用
さ
れ
て
ゐ
な
い
、
契
約
に
つ
い
て

「
傳
統
的
観
念
は

一
方
に
於

て
個
人
的
労
働

契
約
,こ
他
方
に
於
て
集
合
的
労
働

契
約
・こ
を
区
別

し
て
ゐ
る
。
雇
傭
が
あ
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
労
働

者
が
そ
の
勢

働
力
を
雇
主
或
は
企
業
塚

の
使
用
に
委
せ
る
こ
と
に
同
意
し
、雇
主
又
は
企
業
家
か
ら
移
権

さ
れ
た
代
理
人
が
、
そ
れ
,こ
交
換

に
賃
銀

を
彼

に
給
付
す
る
こ
と

を
約
し
た
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
個
人
的
労
働

契
約
が
存
す
る
の
で
あ
る
,
集
合
的
労
働

契
約
は
雇
主
又
は

雇
主
の
機
關
が
、
労
働

者
の
集
合
に
野
し
て
、
或
る
決
定
さ
れ
た
労
働
條
件
に
依

つ
て
仕
事
を
な
さ
し
め

る
こ
・こ
を
約
し
,
労
働

者

の
集
合
が
そ
れ
を
承
認
し
た
場
合
に
成
立
す
る

一
の
行
爲
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
傳
統
的
観
念
は
商
品
目
録
的
な
利
益

が
あ
る
以
外

に
は
何
等
の
利
益

も
な
く
、
契
約
な
る
語
を
法
律
的
技
術
的
の
意
味

で
は
な
く
て
、
俗
流
の
意
味
に
解
す

る
場
合
に
し
か
受
け
容
れ

ら
れ
な
い
。
我
々
は
完
全
に
契
約
が
存
せ
ん
が
た
め
に
は
意
思
の
合
致
が
あ
る
丈
で
は
不
充
分
で
あ
る
,こ
言
ひ
得
る
。
契
約
は
二
つ

の
意
思
が
出
會
ふ
ご
・こ
、
或
は
意
思
の
二
つ
の
群
が
あ
る
こ
と

を
包
含
し
て
ゐ
る
し
、
又
同
時
に
契
約
は
目
的
物
及
び
目
的

(
。9
簿

9

げ
三
)
の
差
異
を
内
包
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
薙
に
問
題
と
な
る
當
事
者
は
利
益

相
反
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

互

に
條
件
づ
け
ら
れ
ん
こ
と

を
欲
ん
で
ゐ
る
所
の
目
的
物
、
法
律
的
効
果

が
同
時
に
望
ま
れ
る
場
合
に
し
か
契
約
は
成
立
し
な
い
か

ジ

ユ
オ
ル
ジ

ュ
●
セ

ル

『
労
働
法
提
要

』
同

『
勇
働
法
」

(
第

二
巻
第

一
號
)

(
B

一
七

七
)

一
七



ジ

ュ
オ
ル
ジ

ュ
・
セ
ル

「
労
働
法
提
要
』
同

「
労
働
法
』

(
第

二
谷
第

一
號
)

(
B

一
七
八
)

一
八

ら
、
そ
の
意
味
で
意
思
の
合
致
が
必
要
で
あ
る
,三
言

へ
る
。
し
か
し
契
約
の
本
質
は
そ
れ
ら
の
労
働
條
件

に
つ
い
て
論
議
か
あ
る
,こ

い
ふ
ご
・こ
で
あ
る
。
契
約
當
事
者
の
各

々
は
、
彼
に
氣
に
入
つ
た
様
に
、
自
分
の
た
め
に
實
現
せ
ん
ーこ
望

ん
で
ゐ
る
所
の
主
観
嗣
法

律
上
の
地
位
を
麺
更
す
る
こ
と
が
出
來
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
我

々
は
集
合
的
労
働

契
約
の
中

に
は
斯
の
如
き
も
の
を
獲

見
し
な
い
、
又
個
入
的
労
働

契
約
の
中
に
於
て
さ

へ
も
発
見

し
な
い
の
で
あ
る
。
集
合
的
労
働

契
約
は
本
質
的

に
は
、
労
働

者
の
集

團
の
代
表
者
に
依

つ
て
、

一
時
的
な
、あ
る

一
つ
或
は
数
個
所
の
工
場
に
於
て
雇
傭
さ
れ
る
時
の
労
働
條
件

の
確
定
で
あ
り
、
一
人
或

は
数
人
の
雇
主
と
そ
の
代
表
者
の

一
致
が
あ
る
場
合

に
成
立
す
る
。
そ

こ
に
は
如
何
な
る
程
度
に
於
て
も
、
雇
主
に
・こ
つ
て
も
、
被

傭
者
に
,こ
つ
て
も
主
観
的
立
場
を
實
現
す
る
鯨
地
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
た
だ

一
時
的
雇
傭
の
便
宜
的
規
律
が
あ

る
ば
か
り

で
あ
る
。
誰
も
或
る
特
定
の
労
働
者
に
仕
事
を
提
供
せ
ん
,こ
約
す
る
も
の
も
な
く
、
労
働

者
も
亦
、
約
束

さ
れ
た
條
件
で
労
働

力
を

提
供
せ
ん
こ
と

を
約
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
如
何
な
る
種
類
の
契
約
も
存
在
し
な
い
。
た
だ
當
事

者
に
依
る
勢
鋤
條
件
の
客

観
的

一
時
的
規
律
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
個
人
的
労
働

契
約

に
つ
い
て
は
多
く
の
場
合
が
あ
る
。
そ
れ

は
、

(
一
)
、
個
人
的
地

位

(
労
働
及
び
賃
銀
の
債
権

者
債
務
者
)
を
関
係
當
事
者
に
創
造
す
る
た
め
、

(
二
)
、
個
人

に
一
般
的
地
位
、
或
は
規
約

(
oっ
翼
-

三
ω)
即
ち
雇
主
の
規
約
及
び
被
傭
者
の
規
約
を
適
用
す
る
た
め
、
に
な
さ
れ
る
所
の
意
忠
の
合
致

を
内
包
す
る
複
雑
な
行
爲
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
規
約
は
非
常

に
屡

々
當
事
者
の
現
實
的
意
思
,こ
か
け
は
な
れ
た
内
容
を
者
す
る
。
そ
れ
は
法
律

に
依
て
で
あ
れ
、
規



則

(
R
e
g
l
e
m
e
n
t

)
即
ち
我

々
が
次
に
話
さ
ん
,こ
す
る
所
の
個
人
的
登
案

に
よ
る
規
則
,

(
協
約
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
c
o
I
l
e
c
t
i
v
e

)
に
依

つ
て
で
あ
れ
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
規
約

は
屡

々
そ
の
全
部
、
或
は

一
部

に
つ
い
て
、
當
事
者
の

一
方
即
ち
資
本
家
の
意
思
に
依

る

一
方
的
行
爲
に
依

つ
て
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
工
場
規
則

(
R
e
g
l
e
m
e
n
t
 
d
'
 
a
t
e
l
i
e
r

)
,こ
な
る
。
そ
の
客
観
的

性
質
は
協
約
-、」同
様

に
明
ら
か
で
あ
る
。
當
事
者
の
頭
上
に
規
約
及
び
そ
の
内
容
が
強
行
さ
れ
る
の
は
、
雇
傭
…以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
所
の
條
件
事
項
が
事
後
発
生

し
た
結
果
で
あ
る
だ
ら
う
。

そ
れ
故
に

雇
傭
は
労
働
の
假
契
約
の

本
質
的
登
生
原
因
で
し
か
な

い
。
雇
傭
は
意
思
の
合
致
で
あ
る
。
し
か
し
契
約

は
労
働
條
件
が
螢
資
間
の
論
議
及
び
合
致
の
対
象

で
あ

る
限
度
に
於
て
し
か
存
在

し
な
い
で
あ
ら
う
。
客
観
的
に
労
働
條
件
を
確
定
せ
ん
ーこ
す
る

一
方
的
、
双
方
的
、
多
方
的
意
思
の
行
爲

に
依
つ
て
,
前
以
つ
て
規

定
さ
れ
る
凡
て
の
労
働
條
件
に
つ
い
て
は
、
何
等
契
約

は
存
し
な
い
。
た
だ
條
件
事
項
の
発
生

に
よ
る
規
約
の
適
用
か
あ
る
丈
で
あ

る
。
讃
者
諸
君
は
工
場
規
則
或
は
規
律
的
協
約
が
法
律
及
び
行
政
命
令
の
如
き
強
制
的
数
力
を
有
し
て
ゐ
る
,こ
い
ふ
學
説
に
反
対

し

て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
等
は
事
實
的
に
も
法
律
的
に
も
強
制
的
奴
力
を
肩
し
て
ゐ
る
。
事
實
、
こ
の
規
律
的
行
爲
が
、
公
権

力
の
表

現
或
は
個
人
意
思
の
表
現
で
あ
る
所
の
現
實
的
堰
力
を
有
し
て
ゐ
る
か
さ
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
特
に
法
律
が
明
文
を
も
つ
て
當

事
者
の
み
な
ら
ず
裁
判
に
も
優
る
強
制
力
を
承
認
し
て
か
ら
は
そ
う
で
あ
る
。
L
(
P
r
e
c
i
s
.
 
1
7
3
1
7
5
.

)。

斯
.o
間
に
も
欧
洲
大
戦
の
危
機
は
迫
つ
た
。
祖
國
防
衛
の
た
め
に
可
能
な
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
用
ひ
ら
れ
始
め
た
。
賃
銀
は
軍
需

ジ
ュ
ォ
ル
ジ
ュ
・
セ
ル
『
労
働法
提
要
」
同

『
労
働法
』

(第
二
巻
第

一號
)

(B

圃
七
九
)

一
九



ジ
ユ
オ
ル
ジ
ユ
・
セ
ル
「
労
働法
提
要
』
同
『劣
働
法
』

(第
二
雀
第
「
號
)

(B

↓
八
〇
)

二
〇

品
工
場
建
設
の
た
め
に
支
払
猶
豫
さ
れ
,
軍
事
當
局
は
到
る
所
で
高
歴
的
態
度
を
.こ
り
、
工
場
労
働

者
に
も
軍
事
的
規
律
が
課
せ
ら

れ
,
ス
ト
ラ
イ
キ
及
び
組
合
法
は
中
噺
さ
れ
た
。
政
府
は
労
働

時
間
制
、
週
休
制
、
夜
問
労
働
、
婦
人
労
働

の
諸
保
護
を
サ
ボ
タ
ー

ジ

ユ
し
た
。
か
く
し
て

一
度
開
戦
さ
れ
る
や
、
労
働

者
は
彼
が
働
き
馴
れ

た
工
揚
か
ら
抜
き
去
ら
れ
,
工
業
、
商
業
、
蓮
輸
、
農
業

は
最
高
級

の
生
産
的
労
働

者
を
失
ひ
、
婦
人
労
働

力
が
使
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
こ
れ
は
婦
人
賃
銀
を
し

て
男
子
ご
同
等
に
す
る
に

役
立
つ
た

(
P
r
e
c
i
s
.
 
 
8
3
-
8
4
.

)。

し
か
し
な
が
ら
不
思
議
に
も
労
働
階
級
は

一
八
七
〇
年

に
於
け
る
が
如
〈
愛
國
的
と

な
り
、
彼
等
の
義
務
を
よ
く
果
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は

ブ
ル
ジ
.
ア
階
級
を
し
て
労
働
者
の
た
め
に
報
恩
的
施
設
を
な
さ
し
め
る
に
至

つ
た
。
一
九

一
七
年
の
命
令
は
和
解

調
停
委
負
會
を
創
設
し
た
。

一
九

一
五
年
七
月

一
〇
日
の
法
律
は
家
内
工
業
労
働

者
の
最
低
賃
銀
を
定
め
て
、
標
準
賃
銀
制
の
原
則

を
齎
し
,

一
九

一
七
年
六
月

一
}
日
の
法
律

は
衣
服
労
働

の
労
働

時
間
に

『
英
國
週
絢
』

(
S
e
m
a
i
n
e
 
A
n
g
l
a
i
s
e

土
曜
半
休
制
)

を
探
用
し
た
。

一
九

一
八
年

一
一
月
二
九
日
の
法
律
は
解
雇
を
保
證
し
、
同
時
に
災
害
に
つ
い
て
も
立
法

さ
れ
た
。
更
に

一
九

一
九

年
三
月
二
五
日
の
法
律
は
労
働
協
約

に
つ
い
て
規
定
し
、
三
月
二
八
日
の
法
律
は
バ
ン
焼
工
の
夜
間
労
働

を
禁
じ
、

一
九

}
九
年

一

一
月
二
五
日
の
法
律
は
職
業
病
を
保
護
し
た
。
更
ら
に
特
筆
す
べ
き
は

一
九

一
九
年
四
月
二
三
目
に
労
働

階
級
が
九
時
間
労
働

制
を

戦
ひ
,こ
つ
た
こ
と

で
あ
る
。

一
九
二
〇
年

三
月

一
二
日
の
法
律
は
労
働

組
合
の
訴
訟
能
力
を

籏
大
し
て
,

協
約
制
度
を
保
謹
し



た

(用ワ『αO一ω・
◎◎窮
ー
㊤O●)o

し
か
し
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
ー
レ
ン
を
得
た
戦
後
の
俄
景
氣
に
つ
づ
い
て
,
経
済
恐
慌
は
あ
ら
ゆ
る
諸
外
國

S
同
様
に
フ
ラ

ン
ス
に
も

押
寄
せ
た
。
金
融
資
本
時
代
が
や
つ
て
來
て
、
大
工
業
の
集
中
運
動

は
軍
需
工
業
、
金
驕
工
業
よ
り
始
め
ら
れ
,
獨
占

組
織
は
次
第

に
廣
範
囲

に
及
ぶ
に
至
つ
た
。
金
の
下
落
は
プ
チ
・
プ
ル
ジ
。
ア
を
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
化
し
た
。
か
く
し
て
労
働
階
級
の
圖
箏
は
ま
す
ま

す
尖
鏡
に
現
れ
て
來
る
様
に
な

つ
た

(
　

)。

次
い
で

セ
ル
は
又
労
働

立
法
促
進
の
要
素
,こ
し
て
サ

ン
ヂ
カ
の
運
動

を
述
べ
て
ゐ
る
。
欧
洲
大
戦
前
に
於
け
る
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム

に
つ
い
て

一
言
す
れ
ば
、
即
ち

一
八
八
四
年
の
法
律
が
労
働

組
合
を
法
律
的
に
規
定
し
て
か
ら
は
,
労
働

者
は
そ
れ
を

一
七
八
九
年

の
自
由
思
想
の
實
現
・こ
な
す
所
の
資
本
家
、
政
府
、
プ
ル
ジ
.
ア
學
者
に
反
抗
し
て
、圖
争
の
機
關
と
解
す

る
に
至
り
、
サ
ン
ヂ
カ
リ

ズ
ム
の
運
動

は
急
速
に
発
展

し
た
。

一
八
八
四
年
に
は
資
本
家
組
合

一
〇

一
、
労
働

者
六
八
、
混
合

一
、
農
民
組
合
五
で
あ

っ
た
も

の
が
、

一
九

一
〇
年
の
欧
洲
大
戦
前
夜
に
は
次

の
様
な
進
展
を
途
げ
て
ゐ
た
。

資

本

家

組

合

四
、
四
五
〇
ー

三
六
八
、
0
0
0
人

労
働

組

合

五
、
二
⊥ハ
○
ー

一
、
○
○
○
、
○
○
○
人

混

合

組

合

一
八
四
ー

三
八
、
○
○
○
人

ジ

ュ
ォ
ル
ジ

ュ
・
セ
ル

『
勇
働
法
提
要
」
同

『
労
働
法
』

(第

二
巻
第

一
號

)

(B

一
八

一
)

二

一



ジ

ユ
オ

ル
ジ

ユ
・
セ
ル

『舅
働
法
提
要
」
同

『
舅
働
法
』

(
第

二
霧
第

一
號
)

(
B

一
八
二
)

二
二

農

民

組

合

四
,
九
四
八
i

八

=
二
、
○
○
○
人

叉
組
合
運
動

は
階
級
的
な
全
國
的
組
織
に
発
展
す
る
必
然
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
労
働
絡
同
盟

(C
●G
・T
)
は

こ
こ
に
発
生
し
た
。
そ
れ
は
始
め
地
方
的
な
榮
働
取
引
所

(
B
o
u
r
s
e
 
d
e
 
 
T
r
a
v
a
i
l

)
よ
り
発
展

し
、
つ
い
で
職
業
別
、
産
業
別
の
全

國
的
組
織
と
な
つ
た
。
前
者
は
地
方
分
権
的
で
、
各
組
合
の
自
治
が
認
め
ら
れ
る
が
、
後
者
は
中
央
集
権

的
で
あ
る
。
サ
ン
ギ
カ
リ

ズ
ム
に
は
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
議
會
主
義

の
立
場
に
よ
る
も
の
,こ
、
暴
力

に
よ
る
も
の
ε
で
あ

る
が
、
両
者

共
に
資
本
主

義
國
家
の
轄
覆
を
必
要
目
的
で
あ
る
,こ
な
し
て
ゐ
る

(
P
r
e
c
i
s
.
 
9
2
-
1
1
0
.

)。

他
方
資
本
主
義
制
度
は
社
會
平
和
の
た
め
に
解
決
を
要
す
る
同
様
な
危
機
を
到
る
所
の
國

々
で
引
起
し
た
。
自
由
主
義

の
思
想
は

到
る
所
の
國
々
で
干
渉
主
義
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
加
之
、
労
働

者
の
移
住
も
増
加
し
た

の
で
あ
る
。
こ

・
に
各
國

は
同
標
な
立
法
を
、
即
ち
労
働

の
國
際
的
立
法
を
必
要
こ
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
欧
州
大
戦
に
於
け

る
労
働
階
級
の
功
績
は
今

や
國
際
労
働

機
闘
を
施
設
せ
し
め
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
労
働
憲
章
を
有
し
て
ゐ
る
し
,
各
國
の
労
働

立
法
の
促
進
に
資
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。

(
四
)
結

び

以
上
で
簡
単
な
紹
介
を
終
る
の
で
あ
る
が
,

セ
ル
は

一
九
二
七
年
の
勢
作
の
序
文
に
於
て
、

「
労
働
法

の
研
究
は
熱
情
を
以
つ
て



-、旨
ま

で

言

は

な
く

,・旨
も

,

少

く

ー、勘
も

深

く
興

味

を

そ

、
ら

れ

る

,こ
い

ふ
程

度

の
關

心

で

な

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

の

で
あ

る
。

何

故

な

れ

ば

問

題

は
労
働

生
活

の
法

律

的
標

相

に
關

し
、

國

民

の
運
命

・こ
密

接

に
結

び

つ

い
て

ゐ

る
か

ら

で

あ

る

。

」

(
　

)
と

言

つ
て

ゐ

る
。

こ

、
.に
彼

の
労
働

法

研
究

の
態

度

、

目

的

が

充

分

現

れ

て

ゐ

る

ーこ
思

ふ
か

ら

、

結

び

ーこ
し

て
置

い

て

お

か
う

。

ジ

ュ
オ

ル
ジ

ユ
・
セ
ル

「
労
働
法
提
要
」
同

『
労
働
法
」

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
B

一
八
三
)

一
二
二


